
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  永年勤続記念旅行券                    

Ｑ：当社では、永年勤続者に対し、10年、

20年、30年ごとにそれぞれ５日、６日、７日

の特別休暇と５万円、10万円、15万円相当の

旅行券を支給することとしました。旅行券は

課税対象になりますか？                                  

                                             

Ａ：対象にならないものと思われます。 

【解説】 

所得税では、使用者が永年勤続した役員又

は使用人の表彰に当たり、その記念として旅

行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代え

て支給する金銭は含まない)を支給すること

によりその役員又は使用人が受ける利益で、

次に掲げる要件のいずれにも該当するものに

ついては、課税しなくてよいとされています。 

①その利益の額が、その役員又は使用人の勤

続期間等に照らし、社会通念上相当と認めら

れること。 

②その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数

の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける

者については、おおむね5年以上の間隔をおい

て行われるものであること。 

したがって、お尋ね程度の旅行券であれば、

課税対象にならないものと思われます。 

なお、この記念品には、金銭や商品券、有

価証券などは含まれませんので、その点に注

意が必要です。 
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